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                          改正  平成１５年  ３月  ７日 
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                          改正  平成２０年  ２月２８日 

                          改正  平成２２年  ４月  １日 
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改正 平成２５年  ２月１４日 

改正 令和  ５年１２月１９日 

改正 令和  ６年 ４月 １日 

改正 令和  ７年 ６月２５日 

 

（趣旨） 

第１  この細目は、青森県公共事業再評価実施要綱（平成１０年１０月１９日制定。以下「再

評価要綱」という。）及び青森県公共事業事後評価実施要綱（平成２２年４月１日制定。以

下「事後評価要綱」という。）により、公共事業の再評価及び事後評価を行うに当たり、円

滑な事務の推進を図るため、総合政策部長及び公共事業を所管する部局の長（以下「公共

事業所管部長」という。）の具体的な所掌事務を定めるものである。 

 

（総合政策部長の所掌事務） 

第２  総合政策部長は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（１）第３第１項第１号ア及びイ並びに第２号ア及びイの資料を青森県公共事業再評価等審

議委員会（以下「委員会」という。）に提出すること 

（２）委員会の委員及び公共事業所管部長と協議し、委員会又は部会の会議の開催時期を調

整すること 

（３）委員会の会議の議事録を作成すること 

（４）青森県公共事業再評価等審議委員会運営要領第２第４項第２号の規定により意見を聴

取し、又は現況を調査する事業について、当該事業を所管する部局と協議して、所要の

準備を行うこと 

（５）青森県公共事業再評価等審議委員会設置要綱第２第１号及び第３号の規定による意見

（以下「委員会の意見」という。）を公共事業所管部長に送付すること 

（６）第３第１項第１号エの規定により公共事業所管部長から報告を受けた対応方針及び事

後評価の結果について、当該年度実施分をとりまとめて公表すること 

 



 

 

 

（公共事業所管部長の所掌事務） 

第３  公共事業所管部長は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（１）公共事業再評価に関する事務 

ア 再評価要綱第３の規定により当該年度において再評価を実施する事業について、そ

の一覧表（様式１）並びに各事業の評価結果及び対応方針に係る調書（様式２）を作

成すること 

イ 公共事業を所管する各省各庁の定めるところにより、再評価を実施すべき年度に達

する前に、再評価の必要性についての検討を行う事業について、その一覧表（様式３）

を作成すること 

ウ 県以外の事業実施主体が再評価を行う事業について、当該事業の実施主体から依頼

があったとき、再評価要綱第６第２項の規定による委員会に意見を求める事業を決定

すること 

エ 総合政策部長から委員会の意見が送付されたとき、対応方針を決定し、総合政策部

長に報告すること 

（２）公共事業事後評価に関する事務 

ア 事後評価要綱第３の規定により当該年度において事後評価を実施する事業について、

各事業の評価結果に係る調書（様式４）を作成すること 

イ 事後評価要綱第３第１号の事業の選定のための資料として、完了事業一覧（様式５）

及び選定候補一覧（様式６）を作成すること 

２ 様式４の作成に当たっては、様式７に基づくアンケート調査票により、事前にアンケー

ト調査を実施するものとする。 

３ 様式６の作成に当たっては、次の基準に基づき選定候補を選定するものとする。 

（１）再評価時に附帯意見が付された事業については、すべて選定する。 

（２）次のいずれかに該当する事業（第１号の事業を除く。）の中から、事業担当課ごとに２

事業（該当する事業が１事業しかない場合は１事業）を選定する。なお、該当する事業

が３事業以上ある場合は、事後評価結果の同種事業への反映が期待できる等、事後評価

の必要性が高いと認められる事業を優先して選定する。 

ア 再評価を実施した事業 

イ 当初計画と実績との差が大きい事業（事業工期：５年以上、事業費：30％以上） 

ウ その他、事後評価が必要と判断する事業 

 （例）・事業費が大きく、同種の事業のモデルとなるような事業 

    ・環境への影響が大きいと考えられる事業 

    ・想定した事業効果と実際の事業効果に大きな差が生じていると考えられる事業 

 

 



 

 

 

（その他） 

第４  この細目に定めのない事項については、総合政策部長及び関係部局長が協議して決定

する。 

 

 

     附 則 

この細目は、平成１４年   ４月１７日から施行する。 

     附 則 

この細目は、平成１５年   ３月  ７日から施行する。 

附  則 

この細目は、平成１６年   ４月  １日から施行する。 

附  則 

この細目は、平成１７年   ２月  ２日から施行する。 

附  則 

この細目は、平成２０年   ２月２８日から施行する。 

   附 則 

この細目は、平成２２年   ４月  １日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成２３年   ４月  １日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成２５年  ２月１４日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和 ５年 １２月１９日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和 ６年  ４月 １日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和 ７年  ６月２５日から施行する。 

 

 

 


